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お知らせ 10 月

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
調
理
業

務
等
の
民
間
委
託
業
者
を
募

集
し
ま
す

　

教
育
委
員
会
で
は
、
来
年
４
月

か
ら
調
理
、
配
送
お
よ
び
こ
れ
ら

に
付
随
す
る
業
務
を
委
託
す
る
に

あ
た
り
事
業
者
を
次
の
と
お
り
募

集
し
ま
す
。

■
委
託
内
容

　

学
校
給
食
の
調
理
、
配
送
お
よ

び
こ
れ
に
付
随
す
る
業
務
（
一
括

し
て
行
え
る
こ
と
）

■
募
集
対
象
給
食
セ
ン
タ
ー

・
久
賀
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

・
大
島
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

・
東
和
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

・
橘
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

■
委
託
期
間

　

平
成
26
年
４
月
１
日
～
平
成
29

年
３
月
31
日
（
３
年
間
）

■
募
集
資
格

・
周
防
大
島
町
が
発
注
す
る
業
務

委
託
お
よ
び
物
品
調
達
等
に
係
る

指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
等
に
関

す
る
規
程
に
係
る
周
防
大
島
町
業

務
委
託
指
名
業
者
名
簿
に
登
録
さ

れ
て
い
る
こ
と

・
一
定
の
場
所
で
５
年
以
上
営
業

を
継
続
し
て
い
る
こ
と

・
過
去
３
年
以
内
に
学
校
給
食
業

務
に
お
い
て
、
食
品
衛
生
法
の
規

定
に
よ
る
営
業
停
止
等
の
処
分
を

受
け
た
こ
と
が
な
い
こ
と

・
製
造
物
責
任
法
の
規
定
に
よ
る

損
害
賠
償
責
任
を
履
行
す
る
た

め
、
生
産
物
賠
償
責
任
保
険
に
加

入
し
て
い
る
こ
と

・
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不

当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
３
年
法
律
第
77
号
）
第

２
条
第
２
号
に
規
定
す
る
暴
力
団

を
い
う
。）
ま
た
は
暴
力
団
員
（
同

条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員

を
い
う
。）
の
利
益
に
つ
な
が
る
活

動
を
行
わ
な
い
者
ま
た
は
こ
れ
ら

と
密
接
な
関
係
を
有
し
な
い
者

■
募
集
要
項
等
の
配
布
期
間

　

10
月
16
日
㈬
～
10
月
31
日
㈭

■
募
集
要
項
等
の
説
明
会

○
日
時　

10
月
31
日
㈭　

　

午
後
２
時
～
３
時

○
場
所　

東
和
総
合
セ
ン
タ
ー　

　

ふ
る
さ
と
研
修
室

○
参
加
人
数　

１
業
者
に
つ
き
２

名
ま
で
と
し
ま
す
。

■
募
集
期
間

　

11
月
14
日
㈭
～
11
月
21
日
㈭

　
（
休
日
を
除
く
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15

分
ま
で

■
選
考
方
法

　

公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に

よ
り
選
考
委
員
会
で
決
定

※
詳
し
い
こ
と
は
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
教

育
委
員
会
総
務
課
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

教
育
委
員
会　

総
務
課

☎
０
８
２
０
（
７
８
）
０
７
０
０

久
賀
児
童
館
児
童
厚
生
員
を

募
集

■
募
集
人
員　

１
名

■
勤
務
内
容
等　

保
護
者
が
就
労

な
ど
で
昼
間
家
庭
に
い
な
い
小
学

校
の
児
童
を
預
か
り
、
遊
び
を
主

と
す
る
生
活
指
導
や
余
暇
指
導
を

行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
勤
務
地　

久
賀
児
童
館
（
久
賀

福
祉
セ
ン
タ
ー
）

■
資
格
等　

次
の
い
ず
れ
か
の
資

格
等
を
有
す
る
者
が
望
ま
し
い
。

　

保
育
士
資
格
、
幼
稚
園
・
小
・

中
学
校
等
の
教
諭
免
許
、
高
等
学

校
卒
業
以
上
で
２
年
以
上
児
童
福

祉
事
業
に
従
事
し
た
者

■
採
用
期
間　

11
月
１
日
㈮
～
平

成
26
年
３
月
31
日
㈪

■
勤
務
日
等　

月
曜
日
か
ら
金
曜

日
ま
で
の
平
日
、
午
後
２
時
か
ら

午
後
５
時
ま
で
（
午
後
６
時
ま
で

の
延
長
あ
り
）
夏
休
み
・
冬
休
み
・

春
休
み
の
休
業
中
は
、
午
前
９
時

～
正
午
ま
で
（
午
後
６
時
ま
で
の

延
長
あ
り
）　　
　
　
　
　
　
　

■
報
酬
額　

町
規
定
に
よ
る

■
申
し
込
み
方
法　

10
月
24
日
㈭

ま
で
に
履
歴
書
を
郵
送
ま
た
は
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

〒
７
４
２
‐
２
８
０
６

　

周
防
大
島
町
大
字
西
安
下
庄

３
９
２
０
‐
21　

周
防
大
島
町
役

場 
福
祉
課

■
面
接
日
・
場
所　

別
途
通
知
し

募
集

ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
０
５

大
島
看
護
専
門
学
校

学
生
を
募
集

○
推
薦
入
学
試
験

■
募
集
人
員

　

入
学
定
員
（
35
名
）
の
45
％
程
度

■
願
書
受
付
期
間

　

10
月
28
日
㈪
～
11
月
12
日
㈫

■
試
験
日
　
11
月
20
日
㈬

児　童　巡　回　相　談
◆日　　時　11 月 19 日㈫　午前 10 時～午後４時
◆場　　所　たちばなケアプラザ
◆相談内容　18 歳未満の児童に係る育成相談、障害相談、養護
　　　　　　相談、非行相談、その他児童養育上困っていること
◆相 談 員   岩国児童相談所　児童福祉司・児童心理司
◆定　　員　４名　※要予約・先着順
◆申し込み・問い合わせ　福祉課　☎０８２０（７７）５５０５


